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     ＦＡＸ ０４８－２５８－１１６１              
       
 

受付・相談時間 

 午前９：００～１２：００ 

 午後１：００～ ４：３０ 



制
度

小 規 模
事 業 者 資 金

中 小 企 業
運 転 資 金

中 小 企 業
設 備 資 金

中 小 企 業 技 術
高度化設備資金

中 小 企 業 経 営
環境ﾘﾌﾚｯｼｭ資金

融
資
限
度
額

１，０００万円
(既存の信用保証協会の保証
付き融資残高との合計で

 ２，０００万円の範囲内と
なる申込みに限る。)

２，０００万円 ３，０００万円 ４，０００万円 ２，０００万円

貸
付
期
間

運転資金１０年以内

設備資金１２年以内
(うち据置期間１年以内)

運転資金１０年以内
(うち据置期間１年以内)

利
率

年１．１％ 年１．３％ 年１．４％ 年１．１％ 年１．１％

利
子
助
成

設備資金については約定利
子の２分の１相当額を１年
以内利子助成

なし

融資額の２分の１に対
する約定利子の２分の
１相当額を３年以内利
子助成

なし

融資額の２分の１に対
する約定利子の２分の
１相当額を３年以内利
子助成

保証協会の保証を付す

(保証料 年0.50～1.76％)

連
帯
保
証
人

担
保

必要に応じて徴する
(原則として無担保)

※市税を完納していること。(産業立地促進資金については租税を完納していること。)

※既存の信用保証協会の保証付き融資残高については、埼玉県信用保証協会に確認すること。
※設備については設置場所が市内にあること。車両については駐車場を市内にすること。

原則として信用保証を付す

必要に応じて徴する

(保証料 年0.45～1.59％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 個人…原則不要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法人…原則代表者

融

資

対

象

保
証

設備資金１２年以内
(うち据置期間１年以内)

個人にあっては、市内
において１年以上引き
続き住所を有すること。
法人にあっては、市内
において１年以上引き
続き事業所を有するこ
と。

埼玉県信用保証協会の
信用保証対象業種で、
市内において、同一事
業を引き続き１年以上
営んでおり、常時使用
する従業員が工業２０
人以下、商業５人以下
の商工業者であること。

個人にあっては、市内において１年以上引き続き住所を有すること。
法人にあっては、市内において１年以上引き続き事業所を有すること。

埼玉県信用保証協会の信用保証対象業種で、市内において、同一
事業を引き続き１年以上営んでいること。



中 小 企 業 創 業
支 援 資 金

産 業 立 地
促 進 資 金

地 域 貢 献
事 業 者 資 金

１，０００万円
(自己資金による制限有り)

１億円
３，０００万円

(運転２，０００万円)

運転資金１０年以内

設備資金１０年以内
(うち据置期間１年以内)

設備資金２０年以内
(うち据置期間２年以内)

運転資金１０年以内

設備資金１２年以内
(うち据置期間１年以内)

年１．３％ 年１．４％ 年１．１％

原則として保証協会の保証を付す

(保証料 年0.8％以内)

必要としない 原則として徴する 必要に応じて徴する

※特定非営利活動法人は、中小企業運転資金、中小企業設備資金、中小企業技術高度化設備資金、
　中小企業経営環境リフレッシュ資金、産業立地促進資金を利用できます。

なし

　個人…原則不要
　　法人…原則代表者

原則として信用保証を付す

(保証料 年0.45～1.59％)

市内で事業に必要な許認可等を受け
て、埼玉県信用保証協会の信用保証
対象業種の事業を営む者または営ん
でいる者（個人事業主は申請日現在
市内に住所を有する者）で次のいず
れかに該当する者。

産業分類表に規定する大分類の製
造業に属する業種に該当する事業
を行っている者。

融資を受けた日から２年以内にお
いて当該事業と同一の事業を行う
ため新たに事業所を設置し当該事
業所において事業を開始する具体
的な計画を有する中小企業者。

埼玉県信用保証協会の信用保証対
象業種で、申請日以前３年以上引
き続き同一の場所に事業所を有し
ており、引き続き同一の事業を
行っていること。

※新たな事業所は市内の工業適地に設
置すること。

※返済期間１２年超で、保証協会の保
証を付す場合、別途保証協会の条件あ
り。

川口市地域貢献事業者の認定
を受けている者。

個人にあっては、市内におい
て１年以上引き続き住所を有
すること。法人にあっては、
市内において１年以上引き続
き事業所を有すること。

埼玉県信用保証協会の信用保
証対象業種で、市内において、
同一事業を引き続き１年以上
営んでいること。

※完済まで、川口市地域貢献
事業者の認定を更新すること。

１ 事業を営んでいない個人で、１ヶ月以内
に新たに個人でまたは２ヶ月以内に
新たに会社を設立しようとする具体的
計画を有する個人。

２ 中小企業である会社が新たに中小企業
である会社を設立し、その会社が事業を
開始しようとする具体的計画を有する会社。

３ 事業を営んでいない個人が事業を開始し、
開始後、５年未満の中小企業者。

４ 事業を営んでいない個人が設立した会社で、
設立後、５年未満の中小企業者。
(事業を営んでいる個人が設立した場合、
事業開始時から起算して５年未満である
こと。)

５ 中小企業である会社が新たに設立した会社
であって、設立後、５年未満の中小企業者。

※詳細は市ホームページ内の「中小企業創業
支援資金融資」のページをご覧ください。



本制度は、「あっせん融資」で金融機関からの融資となりますので、取扱金融機関の融資担当

者と、融資条件等について、あらかじめ相談してください。なお、信用保証機関の承諾が得ら

れない場合には、融資を受けることができません。 

また、融資枠に限りがございますので、本制度をご検討の際は事前に経営支援課までご連絡く

ださい。 

１ 融資の申込み資格 

   中小企業者、小規模事業者であること。 

以下の表で、中小企業者の要件は「資本金」か「従業員数」のどちらか一方、小規模

事業者の要件は「従業員数」が該当していること。（申請者が、個人事業主・特定非

営利活動法人の場合は、資本金に関わらず「従業員数」のみが該当要件となります。） 

業種 
中小企業者 小規模事業者 

資本金 従業員数 従業員数 

 小 売 業 ５，０００万円以下 ５０人以下 ５人以下 

 サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下 ５人以下 

 卸 売 業 １億円以下 １００人以下 ５人以下 

 製 造 業（運送・建設・鉱業を含む） ３億円以下 ３００人以下 ２０人以下 

 医 業 
個 人 

― 
１００人以下 ５人以下 

法 人 ３００人以下 ２０人以下 
     

以下の業種は、要件が異なります。（特定非営利活動法人を除く） 

業種 
中小企業者 小規模事業者 

資本金 従業員数 従業員数 

 ゴム製品製造業 
（自動車又は航空機用タイヤ及びチュー

ブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除

く。） 

３億円以下 ９００人以下 ２０人以下 

 ソフトウェア業 

 情報処理サービス業 
３億円以下 ３００人以下 ５人以下 

 旅 館 業 ５，０００万円以下 ２００人以下 ２０人以下 

 宿泊業・娯楽業 ５，０００万円以下 １００人以下 ２０人以下 

 

    個人にあっては、申請日以前１年以上引き続き市内に住所及び事業所を有している 

もの、法人にあっては、申請日以前１年以上引き続き市内に法人市民税を納税する事 

業所を有すること。（創業支援資金、産業立地促進資金は除く。） 
 

   申請日以前１年以上引き続き市内において同一の事業を営んでいること（創業支援

資金、産業立地促進資金は除く。） 

※許認可を要する業種については、原則として許認可の取得日を事業の開始日とします。 
 

    埼玉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 
 

    許認可等が必要な事業を営んでいる者は、その許認可等を取得していること。  

  （有効期限内で名義人は申請者と同一であること。） 
 

    市税を完納していること。（産業立地促進資金は、租税を完納していること。） 
 

   貸付金の返済が確実であること。 



２ 設備資金について 
    設備の設置場所は市内とすること。※車両の場合、駐車場が市内であること。 
 
    申請日現在、取得済でないこと。貸付実行前に代金支払いを行わないこと。（手形、小

切手の振出等を含む。） 
※設備完了後は設備完了届を提出し、市の完了検査を受けていただきます。 

 
 
３ 注意事項 

  １事業者につき、融資の申請を年度内全制度通して１件とします。 
 

  提出書類に不備（書類の不足、未記入）がある場合には、受付をすることができません

ので注意してください。 
 

  運転資金の申請金額は、最近１年間の売上高の１２分の３(平均月商の３ヶ月分）程度

が一応の目安となります。 

※ 業種業態及び個々の財務状況等により異なる場合があります。 
 

  連帯保証人については、個人の場合には「原則不要」、法人の場合には「原則代表者」

となります。 

※ 連帯保証人を付さない取扱いとする場合、事前に経営支援課までご相談ください。 
 
  お申し込みから融資実行までは、概ね６週間（創業支援資金は８週間）が目安です。 

 
  次に記載の業種を営んでいる方は利用できません。 

 
 
 

    
 
   次のような資金使途は融資の対象とはなりません。 

  

 

 

 

 
 
  申請に基づき決定された資金の使途を変更することはできません。 

 
 
 
４ 利用できない方 
  信用保証機関に求償債務をお持ちの方 
 
  信用保証機関に対して、求償権の保証人として保証債務を負担している方 

 
  銀行取引停止処分を受けている方 
 
  借入金の返済に延滞がある方 
 
  休眠会社 
 
  民事再生等、法的手続申立中の方及び私的整理手続中の方 等 

花き・植木の生産業者等の農業、金融業、風俗営業飲食業、風俗関連営業、学校法人、

パチンコホール、遊技場、易断所、観相業、興信所、労働者供給事業 等 

①借入金の返済資金(借換) ②税金の支払資金 ③賞与資金等の短期資金 ④土地の購入

資金 （産業立地促進資金は除く）⑤事業外資金[生活資金、個人住宅の建設・購入、

乗用形態の車両購入等（業種によっては利用可能 <例> タクシー、霊柩車等）] ⑥申込者

以外が使用する設備(但し、物品賃貸業を除く)の為の資金等 



 
 
 

  
 
  
                                ※決算書2期分（写し）、法人の実印を持参 

                                  （設備の場合は、見積書とカタログも必要） 

                               
  
                    
  
                                    
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
  

申
請
受
理
後
の
所
要
日
数
（
目
安
） 

信用保証協会保証審査 

融資実行（金融機関） 

●申  請（経営支援課） 

申請書類審査（経営支援課） 

信用調査（取扱希望金融機関） 

適  合 

取扱決定 

 

あっせん決定 

（ 可決 ・ 条件付き可決 ・ 減額 ） 

申請者及び金融機関あて決定通知 

保証協会あて保証申込書類調製（金融機関・申請者） 

保証申請 

保証決定 

 

０ 

～ 

   １ 

 

 

 

６ 

～ 

１４ 

 

 

 

１０ 

～ 

１８ 

 

 

 

 

 

 

１３ 

～ 

２１ 

 

 

 

 

 

 

２０ 

  ～ 

  ５０ 

    

申 

請 

者 

に 

よ 

る 

取 

り 

下 

げ 

資金需要の発生 

申請要件確認（経営支援課） 

 

●ご来庁（代表者） 

申請書交付（経営支援課） 

適  合 

申 

請 

者 

へ 

差 

戻 

し
（
金
融
機
関
の
変
更
等
） 

●申請者による添付書類等の整備 

取扱辞退 

あっせん否決 

保証否決 

商工資金審査会 

創業支援資金融資以外 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

創業支援資金融資 

現 

地 

確 

認 

(市) 

０ 

～ 

１ 

 

 

 

 

０ 

～ 

１ 

 

２１ 

～ 

３０ 

 

３１ 

～ 

３３ 

 

 

 

３４ 

～ 

 ３６ 

 

 

 

５０ 

～ 

 ６０ 融資実行（金融機関） 

創業計画診断（フォローアップ診断＝県産業振興公社） 

申請予定者の発生 

●申 請(経営支援課) 

創業計画診断（県産業振興公社） 信用調査（取扱希望金融機関） 

●申請者による創業計画書、自己資金を証する書類、その他必要

な書類の整備 

●ご来庁(代表者) 

申請書交付（経営支援課） 

創業計画書の記載指導（経営支援課・金融相談窓口） 

適 合 

報告受領 取扱決定 

 不適合

あっせん決定 

（ 可決 ・ 条件付き可決 ・ 減額 ） 

申請者及び金融機関あて決定通知 

保証協会あて保証申込書類調製（金融機関・申請者） 

保証申請 

保証決定 

６ヶ月経過後（１年以内） 

適合 適 合 

申
請
受
理
後
の
所
要
日
数
（
目
安
） 

商工資金審査会 

申請要件確認（経営支援課） 

 

申請書類審査（経営支援課） 

申 

請 

者 

へ 

差 

戻 

し
（
金
融
機
関
の
変
更
等
） 

申 

請 

者 

に 

よ 

る 

取 

り 

下 

げ 

取扱辞退 

あっせん否決 

保証否決 信用保証協会保証審査 



◎

◎

１　法人の場合　　　

・事業報告書

・計算書類（活動計算書及び貸借対照表）及び財産目録

・年間役員名簿

・従業員のうち１０人以上の者の氏名及び住所を記載した書面

２　個人の場合 ①直近２年分の確定申告書又は期限後申告書の写し
②申請者本人の実印
③設備の見積書及びカタログ（設備申請の場合）

⑨審査結果 ⑥現地確認 ①相　　談 ⑫融資実行

④信用調査依頼

⑤信用調査報告

⑨審査結果

⑪審査結果 ⑩保証申請 ⑪審査結果

②法人の実印
③設備の見積書及びカタログ（設備申請の場合）

※特定非営利活動法人は、①に代えて、直近２事業年度分の

①直近２事業年度分の決算書の写し（勘定科目内訳書含む）

制度融資のご相談で経営支援課へお越しの際は、次の書類を必ずお持ち下さい。

⑦審査依頼 ⑧答　　申

川口市商工資金審査会
毎月10日、25日※土日の場合前後

埼玉県信用保証協会（保証審査）

この案内に記載されている内容は、令和８年４月１日現在のものです。なお、貸付
利率等の条件については、変更することがありますので、事前にご確認ください。

申 請 者

取扱希望金融機関
（ 指定金融機関 ）

川口市経営支援課経営支援係

②要件確認③申　　請

川 口 市 制 度 融 資 の 流 れ



◎指定金融機関一覧

金　融　機　関 支　　店　　名

埼 玉 り そ な 銀 行 　川口支店、川口南平支店、西川口支店、鳩ヶ谷支店、

　東川口支店、蕨支店、蕨東支店、浦和中央支店、南浦和支店、

　戸田支店、草加支店、越谷支店

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 　蕨支店、西川口支店

み ず ほ 銀 行 　川口支店※、西川口支店※　(※融資のご相談は浦和法人部まで）

三 井 住 友 銀 行 　川口支店、わらび支店、赤羽支店

武 蔵 野 銀 行 　川口支店、西川口支店、蕨支店、鳩ヶ谷支店、東川口支店、

　東浦和支店

群 馬 銀 行 　川口支店

足 利 銀 行 　川口支店

八 十 二 長 野 銀 行 　大宮支店

大 光 銀 行 　川口支店

東 和 銀 行 　わらび支店

き ら ぼ し 銀 行 　鳩ヶ谷支店

川 口 信 用 金 庫 　本店、仲町支店、飯塚支店、蕨支店、戸田支店、本町東支店、

　芝支店、柳崎支店、鳩ヶ谷支店、木曽呂支店、川口中央支店、

　東川口支店、赤井支店、東本郷支店、東浦和駅前支店

青 木 信 用 金 庫 　本店、北支店、鳩ヶ谷支店、西川口支店、蕨駅前支店、

　並木町支店、南平支店、芝前川支店、朝日支店、江戸袋支店、

　戸塚支店、飯仲支店、芝支店、栄町支店、榛松支店、

　柳崎支店、差間支店、神根支店、安行支店

城 北 信 用 金 庫 　川口支店、蕨支店、朝日町支店、前川支店、東戸田支店、

　東川口支店、峯新堀支店

東 京 信 用 金 庫 　蕨支店

瀧 野 川 信 用 金 庫 　蕨支店、新郷支店、弥平支店、芝伊刈支店、八幡木支店

巣 鴨 信 用 金 庫 　西川口支店、鹿浜支店、南平支店、中青木支店

埼 玉 縣 信 用 金 庫 　川口朝日支店、川口本町支店、草加支店、西草加支店、

　南浦和支店、大間木支店、戸田支店

商工組合中央金庫 　さいたま支店（創業支援資金融資を除く）


